
○
総
務
省
告
示
第
三
百
二
十
三
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

一

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
他
の
無
線
設
備
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

２

広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

３

非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用

す
る
た
め
の
無
線
設
備

４

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

５

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線

設
備

６

デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

７

Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備



８

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第

六
号
の
も
の
を
除
く
。
）

二

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
送
信
空
中
線
と
人
体
（
頭
部
及
び
両
手
を
除
く

。
）
と
の
距
離
が
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
状
態
で
使
用
す
る
も
の


